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(57)【要約】
【課題】　一般的なフックであっても、遠隔操作できる
フック用の開閉操作具、及び該フックと開閉操作具とを
備えるフックセットを提供することを課題とする。
【解決手段】　湾曲状であり、先端部と基端部との間に
形成されたフック開口部に構造物に掛脱可能なフック部
と、該フック開口部を開閉すべく該フック部に枢結され
た開閉部と、前記フック部の基端部と物品とを連結する
長尺状のフック連結部とを備えるフックの開閉部を開閉
操作する開閉操作具であって、前記フック部と前記開閉
部とを筒状の筒状本体部で包囲し且つ該筒状本体部内に
前記フック連結部を内部に配置した状態で該筒状本体部
をフック部に対してスライドさせた際に、前記筒状本体
部に設けられた開閉係合部を前記開閉部に係合させてフ
ック開口部を開閉するフック用の開閉操作具、及び前記
フックと該開閉操作具とを備えるフックセット。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吊り対象の物品を構造物に吊るすためのフックであって、湾曲状に形成され且つ湾曲の
先端部と基端部との間が構造物に対して掛脱可能なフック開口部となっているフック部と
、該フック部のフック開口部を開閉すべく、一端部が該フック部の先端部に対して接離す
るようにして他端部が該フック部の基端部に回転可能に設けられる開閉部と、前記フック
部の基端部に設けられ、且つ物品と前記フック部とを連結する長尺状のフック連結部とを
備えるフックの前記開閉部を開閉操作するための開閉操作具であって、前記フック部の基
端部と前記開閉部の他端部とを包囲可能な筒状であり、且つ前記フック部の基端部と前記
開閉部の他端部とを包囲した状態で前記開閉部の他端部側から一端部側に向けてスライド
可能に構成される筒状本体部と、該筒状本体部をスライド操作するための長尺な操作具に
連結可能な連結部とを備え、該筒状本体部には、前記フック連結部を前記筒状本体部の内
外に出し入れ可能なスリットが筒中心軸線方向に沿って形成され、前記筒状本体部は、前
記開閉部の他端部から一端部に向かうスライドに伴って、前記開閉部を開方向に回動させ
るべく、前記開閉部に係合する開閉係合部を有するフック用の開閉操作具。
【請求項２】
　前記筒状本体部は、筒内面が筒中心軸線方向における一端側から他端側へかけて拡径す
るように構成され、前記筒状本体部の拡径角度は、閉じた状態の前記開閉部の前記他端部
を頂点とする前記開閉部と前記フック部との開き角度よりも小さく設定され、前記筒内面
が前記スライドに伴って前記開閉部と前記フック部とに係合する開閉係合部である請求項
１に記載のフック用の開閉操作具。
【請求項３】
　前記スリットは、前記筒中心軸線方向における前記筒状本体部の他端部側でのスリット
幅が、前記筒中心軸線方向における前記筒状本体部の一端部側でのスリット幅よりも広く
なっている請求項１又は請求項２に記載のフック用の開閉操作具。
【請求項４】
　前記筒状本体部の前記筒中心軸線方向における他端には、前記筒中心軸線方向に直交す
る径外方向に向けて延出する延出片部が設けられた請求項１乃至請求項３の何れか１項に
記載のフック用の開閉操作具。
【請求項５】
　前記フックは、前記開閉部の回転動作を規制可能な規制構造を備え、該規制構造は、前
記フック部の前記基端部に対して押込可能であるロック操作部と、該ロック操作部に対す
る押込操作に伴って前記開閉部の回転動作に対する規制を解除し、且つ前記フック部の前
記基端部に対する押込操作の解除に伴って前記開閉部の回転動作を規制するロック構造と
を有し、前記筒状本体部は、前記スライドに伴い、前記筒内面で前記ロック操作部を押込
操作するように構成される請求項２に記載のフック用の開閉操作具。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５の何れか１項に記載の前記開閉操作具と前記フックとを備えるフ
ックセット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物品を構造物に吊るすフックを遠隔操作するためのフック用の開閉操作具、
及び該フックと開閉操作具とを備えるフックセットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、例えば、種々の道具や袋等の部品を構造物に吊るすためのフックが知られて
おり、かかるフックには、特許文献１に開示されているように、作業者の手元から離れた
場所での設置及び回収を可能としたものがある。
【０００３】
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　具体的に説明すると、特許文献１に記載のフックは、図７に示すように、構造物Ｃに掛
止可能であるとともに、吊るす対象となる物品を連結可能であるフック部５０と、棒状で
あり且つ長手方向における中央部がフック部５０の基端部側に回転可能に連結された開閉
部５１と、該開閉部５１を操作するための操作部５２とを備えている。
【０００４】
　フック部５０は、湾曲した形状であり構造物Ｃに掛止するための掛止部５００と、該掛
止部５００の湾曲周方向における一端部（基端部）から延出する背部５０１と、該背部５
０１の先端に設けられた連結部５０２であって、物品を連結するための連結部５０２とを
有する。
【０００５】
　開閉部５１は、上述のように、長手方向における中央部がフック部５０の基端部側に回
転可能に連結されているため、長手方向における一端部側がフック部５０との連結位置か
ら掛止部５００の湾曲周方向における他端部（先端部）に向けて延出し、開閉部５１の長
手方向における他端部側がフック部５０から外方に向けて延出している。
【０００６】
　操作部５２は、筒状であり、開閉部５１の長手方向における他端部に取り付けられてい
る。
【０００７】
　従来のフック５を設置又は回収するには、長尺な操作棒６を連結可能な開閉操作具７で
あって、操作部５２内に挿通した状態で該操作部５２を係止可能である開閉操作具７が用
いられており、操作部５２内に挿通した開閉操作具７を上下動させて開閉部５１を開閉し
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０００－３２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、上述の開閉操作具７は、遠隔操作するための特殊な構造のフック５に合わせ
て構成されているため、この開閉操作具７を使用する場合は、上述のフック５を専用品と
して準備しておく必要があるうえに、他の種別のフック５（既存のフック５）には適用す
ることができなかった。
【００１０】
　従って、従来のフック５は、遠隔操作による設置や回収が可能であるが、手軽に使用で
きないため、遠隔操作するための専用の形状でない一般的なフック５であっても操作でき
るようにすることが望まれている。
【００１１】
　そこで、本発明は、かかる実情に鑑み、一般的なフックであっても、遠隔操作できるフ
ック用の開閉操作具、及び該フックと開閉操作具とを備えるフックセットを提供すること
を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明のフック用の開閉操作具は、吊り対象の物品を構造物に吊るすためのフックであ
って、湾曲状に形成され且つ湾曲の先端部と基端部との間が構造物に対して掛脱可能なフ
ック開口部となっているフック部と、該フック部のフック開口部を開閉すべく、一端部が
該フック部の先端部に対して接離するようにして他端部が該フック部の基端部に回転可能
に設けられる開閉部と、前記フック部の基端部に設けられ、且つ物品と前記フック部とを
連結する長尺状のフック連結部とを備えるフックの前記開閉部を開閉操作するための開閉
操作具であって、前記フック部の基端部と前記開閉部の他端部とを包囲可能な筒状であり
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、且つ前記フック部の基端部と前記開閉部の他端部とを包囲した状態で前記開閉部の他端
部側から一端部側に向けてスライド可能に構成される筒状本体部と、該筒状本体部をスラ
イド操作するための長尺な操作具に連結可能な連結部とを備え、該筒状本体部には、前記
フック連結部を前記筒状本体部の内外に出し入れ可能なスリットが筒中心軸線方向に沿っ
て形成され、前記筒状本体部は、前記開閉部の他端部から一端部に向かうスライドに伴っ
て、前記開閉部を開方向に回動させるべく、前記開閉部に係合する開閉係合部を有する。
【００１３】
　上記構成のフック用の開閉操作具によれば、操作具を連結部に連結し、さらに、フック
連結部をスリットから筒状本体部内に入れた後に、筒状本体部をフック部の基端部と開閉
部の他端部とを包囲するようにセットする。
【００１４】
　そして、操作具を操作して筒状本体部を開閉部の他端部側から一端部側にスライドさせ
る。このとき、筒状本体部の開閉係合部が開閉部に係合するため、開閉部が開方向に回動
してフック開口部が開かれる。
【００１５】
　さらに、操作具を操作して筒状本体部を開閉部の一端部側から他端部側にスライドさせ
ると、開閉部に対する開閉係合部の係合状態が解除されるため、開閉部が閉方向に回動し
てフック開口部が閉じられる。
【００１６】
　このように、前記開閉操作具は、筒状本体部によってフックの開閉部を開閉操作できる
ように構成されている。
【００１７】
　本発明のフック用の開閉操作具において、前記筒状本体部は、筒内面が筒中心軸線方向
における一端側から他端側へかけて拡径するように構成され、前記筒状本体部の拡径角度
は、閉じた状態の前記開閉部の前記他端部を頂点とする前記開閉部と前記フック部との開
き角度よりも小さく設定され、前記筒内面が前記スライドに伴って前記開閉部と前記フッ
ク部とに係合する開閉係合部であってもよい。
【００１８】
　かかる構成によれば、前記筒状本体部の拡径角度が前記開閉部と前記フック部との開き
角度よりも小さく設定されるため、筒状本体部をフック部の基端部と開閉部の他端部とを
包囲するようにセットした後に操作具を操作して開閉操作具を開閉部の他端部側から一端
部側にスライドさせている最中に開閉係合部が開閉部に係合し易くなる。従って、上記構
成のフック用の開閉操作具は、開閉部の開閉操作を行い易くすることができる。
【００１９】
　本発明のフック用の開閉操作具において、前記スリットは、前記筒中心軸線方向におけ
る前記筒状本体部の他端部側でのスリット幅が、前記筒中心軸線方向における前記筒状本
体部の一端部側でのスリット幅よりも広くなっていてもよい。
【００２０】
　かかる構成によれば、フックの挿入口となる収容空間の前記筒状本体部の一端部側の開
口を広くすることができるため、フックを収容空間内に挿入し易くすることができる。
【００２１】
　また、本発明のフック用の開閉操作具において、前記筒状本体部の前記筒中心軸線方向
における他端には、前記筒中心軸線方向に直交する径外方向に向けて延出する延出片部が
設けられていてもよい。
【００２２】
　かかる構成によれば、筒状本体部を開閉部の他端部側から一端部側にスライドさせた際
に、収容空間から外れた位置にフックが配置されていても、該フックを延出片部で受ける
ことができるため、フックを収容空間と対応する位置に戻し易くすることができる。
【００２３】
　さらに、本発明のフック用の開閉操作具において、前記フックは、前記開閉部の回転動
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作を規制可能な規制構造を備え、該規制構造は、前記フック部の前記基端部に対して押込
可能であるロック操作部と、該ロック操作部に対する押込操作に伴って前記開閉部の回転
動作に対する規制を解除し、且つ前記フック部の前記基端部に対する押込操作の解除に伴
って前記開閉部の回転動作を規制するロック構造とを有し、前記筒状本体部は、前記スラ
イドに伴い、前記筒内面で前記ロック操作部を押込操作するように構成されてもよい。
【００２４】
　かかる構成によれば、開閉部の回転動作を規制可能なフックであっても、筒状本体部を
開閉部の他端部側から一端部側にスライドさせることで、開閉部の回転動作を解除したう
えで開閉部を開くことができ、また、筒状本体部を開閉部の他端部側から一端部側にスラ
イドさせることで、開閉部を閉じたうえで開閉部の回転動作を規制することができる。
【００２５】
　本発明のフックセットは、上記何れかの開閉操作具とフックとを備える。
【００２６】
　上記構成のフックセットにおいても、操作具を連結部に連結し、さらに、フック連結部
をスリットから筒状本体部内に入れた後に、筒状本体部をフック部の基端部と開閉部の他
端部とを包囲するようにセットし、さらに、操作具を操作して筒状本体部を開閉部の他端
部側から一端部側にスライドさせると、開閉係合部が開閉部に係合することによって、開
閉部が開方向に回動してフック開口部が開かれる。
【００２７】
　また、操作具を操作して筒状本体部を開閉部の一端部側から他端部側にスライドさせる
と、開閉部に対する開閉係合部の係合状態が解除されるため、開閉部が閉方向に回動して
フック開口部が閉じられる。
【００２８】
　このように、上記構成のフックセットは、開閉操作具の筒状本体部によってフックの開
閉部を開閉操作できるように構成されている。
【発明の効果】
【００２９】
　以上のように、本発明のフック用の開閉操作具、及びフックセットによれば、一般的な
フックであっても遠隔操作できるという優れた効果を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１において、（ａ）は本発明の一実施形態に係るフック用の開閉操作具の正面
図であり、（ｂ）は同実施形態に係るフック用の開閉操作具を挿入口側から見た図である
。
【図２】図２は、同実施形態に係るフック用の開閉操作具の筒状本体部内にフック連結部
を挿入した状態の説明図である。
【図３】図３は、同実施形態に係るフック用の開閉操作具の筒状本体部を前記開閉部の他
端部側から一端部側に向けてスライドさせた状態の説明図である。
【図４】図４において、（ａ）は、同実施形態に係るフック用の開閉操作具を構造物に設
置した状態の説明図であり、（ｂ）は、同実施形態に係るフック用の開閉操作具を回収す
る作業の説明図である。
【図５】図５は、同実施形態に係るフック用の開閉操作具で遠隔操作できる別のフックの
説明図である。
【図６】図６は、同実施形態に係るフック用の開閉操作具で遠隔操作できるさらに別のフ
ックの説明図である。
【図７】図７は、従来のフック及び該フックの操作具の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明の一実施形態にかかるフック用の開閉操作具について、添付図面を参照し
つつ説明する。
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【００３２】
　フック用の開閉操作具（以下、開閉操作具という）は、図４（ａ）に示すように、構造
物Ｃに物品Ｏを吊るすためのフック４を遠隔操作するためのものである。
【００３３】
　なお、構造物Ｃとは、鉄塔や電柱などの腕金、架線、足場等のことである。また、物品
Ｏとは、例えば、工事等で使用する工事袋や工事用具等のことである。また、本実施形態
では、鉄塔や電柱等に昇って作業を行う高所作業で開閉操作具を使用することを前提とし
て以下の説明を行うこととする。
【００３４】
　開閉操作具の説明に先立ち、フック４の説明を行う。フック４は、構造物Ｃに掛止可能
なフック部４０と、棒状であり且つ長手方向で一端部がフック部４０の先端部に対して接
離するようにして、長手方向の他端部がフック部４０の基端部に回転可能に設けられた開
閉部４１と、物品Ｏとフック部４０とを連結する長尺状のフック連結部４２と、前記開閉
部４１の回転を規制可能な規制構造４３とを備えている。
【００３５】
　フック部４０は、湾曲状に形成されており、湾曲の先端部と基端部との間が構造物に対
して掛脱可能なフック開口部Ｇとなっている。すなわち、フック部４０は、湾曲の先端部
を構造物Ｃに掛止可能となっている。
【００３６】
　本実施形態に係るフック部４０は、図２に示すように、湾曲した形状の掛止部４００と
、該掛止部４００の湾曲周方向における一端部から延出する背部４０１と、背部４０１の
先端に設けられている取付部４０２とを有する。
【００３７】
　フック部４０の先端部は、掛止部４００で構成され、フック部４０の基端部は取付部４
０２で構成されている。
【００３８】
　開閉部４１の他端部は、フック部４０の先端部と基端部とが並ぶ方向（以下、縦方向と
いう）に直交する方向（以下、奥行方向という）に沿って延びる回転軸Ｐ１によって取付
部４０２に対して回転可能に連結されている。
【００３９】
　開閉部４１は、一端部（回転軸Ｐ１の軸心）を回転中心とする回転動作に伴い、長手方
向における他端部がフック部４０の先端部（掛止部４００の湾曲周方向における他端部）
に対して内周側から係合した閉状態（すなわち、フック開口部Ｇを閉じた状態）と、該他
端部がフック部４０の先端部から離間した開状態（すなわち、フック開口部Ｇを開いた状
態）とに切り替わるように構成されている。すなわち、開閉部４１は、回転軸Ｐ１の軸心
を回転中心とする回転動作に伴い、フック開口部Ｇを開閉するように構成されている。
【００４０】
　また、開閉部４１は、回転軸Ｐ１の軸心を中心とする周方向における一方向側に向けて
付勢されており、常態においては閉状態となるように構成されている。
【００４１】
　さらに、閉状態の開閉部４１と背部４０１とは、互いに交差する方向に延びるように構
成されており、フック部４０の基端部側からフック部４０の先端部側になるにつれて、前
記縦方向及び前記奥行方向のそれぞれの方向に対して直交する方向（以下、開閉方向とい
う）における互いの間隔が徐々に広がっている。
【００４２】
　これに伴い、本実施形態に係るフック４は、前記開閉方向における開閉部４１の外側面
から背部４０１の外側面までの幅も、フック部４０の基端部側からフック部４０の先端部
側になるにつれて広がっている。
【００４３】
　フック連結部４２は、索条や、棒状の部材で構成することができ、長手方向における一
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端がフック部４０の基端部（取付部４０２）に連結され、長手方向における他端が物品Ｏ
に連結されるように構成されている。なお、本実施形態に係るフック連結部４２は、索条
であるロープで構成されている。
【００４４】
　規制構造４３は、フック部４０の背部４０１に対して押込可能に設けられるロック操作
部４３０と、該ロック操作部４３０に対する押込操作に伴って前記開閉部４１の回転動作
に対する規制を解除し、且つ前記フック部４０の基端部に対する押込操作の解除に伴って
前記開閉部４１の回転動作を規制するロック構造４３１とを有する。
【００４５】
　ロック操作部４３０は、前記奥行き方向に沿って延びる支軸Ｐ２によって背部４０１に
対して回転可能に連結されており、背部４０１との連結位置を起点として取付部４０２側
に延出した形状となっている。そのため、規制構造４３では、ロック操作部４３０の先端
部に対する前記横幅方向での押込操作又は該押込操作の解除に伴って、ロック構造４３１
が開閉部４１の回転動作に対する規制の解除又は開閉部４１の回転動作を規制するように
構成されている。
【００４６】
　ロック構造４３１は、開閉部４１に突設された被ガイド軸４３１ａと、ロック操作部４
３０に形成された溝孔４３１ｂであって、該被ガイド軸４３１ａが挿通された溝孔４３１
ｂとで構成されている。
【００４７】
　被ガイド軸４３１ａは、開閉部４１の他端部側に設けられている。
【００４８】
　溝孔４３１ｂは、ロック操作部４３０に対する押込操作が解除されている状態において
被ガイド軸４３１ａが挿通される係合溝４３１ｃと、該係合溝４３１ｃに連続し且つロッ
ク操作部４３０が押込操作されている状態において被ガイド軸４３１ａを挿通可能なスラ
イド溝４３１ｄとで構成されている。なお、係合溝４３１ｃは前記横幅方向に延びており
、スライド溝４３１ｄは前記縦方向に延びている。
【００４９】
　開閉操作具１は、図１（ａ）に示すように、フック部４０の基端部と開閉部４１の他端
部とを包囲可能な筒状であり、且つフック部４０の基端部と開閉部４１の他端部とを包囲
した状態で開閉部４１の他端部から一端部に向けて（フック部４０の基端部側から先端部
側に向けて）スライド可能に構成される筒状本体部２と、該筒状本体部２に設けられた連
結部３であって、筒状本体部２をスライド操作するための長尺な操作具Ｔを連結可能な連
結部３とを備えている。
【００５０】
　筒状本体部２は、弾性を有するとともに、厚みが全体に亘って略一定となるように構成
されている。筒状本体部２は、フック４を囲むカバー部２０と、開閉部４１の他端部から
一端部に向かうスライドに伴って、開閉部４１を開方向に回動させるべく、開閉部４１に
係合する開閉係合部２１と、該カバー部２０の外面から延出する延出片部２２とを有する
。
【００５１】
　カバー部２０は、図１（ｂ）に示すように、筒状に形成されており、内部の空間が、フ
ック４を収容可能な収容空間２００となっている。また、カバー部２０には、自身の筒中
心軸線方向（以下、軸線方向という）の全長に亘って真っ直ぐにスリット２０１が形成さ
れている。
【００５２】
　収容空間２００は、前記軸線方向におけるカバー部２０の一端と他端とで開放する空間
である。すなわち、筒状本体部２は、中空状であるとともに、前記軸線方向における両端
に開口が形成されている。なお、本実施形態では、筒状本体部２の前記軸線方向における
一端側の開口を挿入口Ｈ１、筒状本体部２の前記軸線方向における他端側の開口を取出口
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Ｈ２と称して以下の説明を行うこととする。
【００５３】
　また、収容空間２００は、カバー部２０の径方向（以下、径方向という）においてスリ
ット２０１と連通している。これにより、カバー部２０は、前記軸線方向におけるカバー
部２０の一端側から収容空間２００にフック部４０の基端部と開閉部４１の他端部とを挿
入可能であり、また、スリット２０１を通じて収容空間２００内にフック連結部４２を出
入可能となっている。
【００５４】
　また、スリット２０１は、筒状本体部２の一端側で横幅（スリット幅）が拡がるように
形成されており、これにより、筒状本体部２の挿入口Ｈ１が広く確保されている。
【００５５】
　本実施形態に係るカバー部２０は、前記軸線方向に直交する横幅方向において間隔をあ
けて並ぶ一対の側部２０２と、該一対の側部２０２のそれぞれに連設されている連設部２
０３と、前記側部２０２に設けられるとともに、前記横幅方向において間隔をあけて並ぶ
一対の覆部２０４とを有する。
【００５６】
　側部２０２は、前記横幅方向において隣り合う側部２０２と対向する内側面２０２ａを
有する。また、前記横幅方向における一対の内側面２０２ａの間隔は、挿入口Ｈ１側から
取出口Ｈ２側になるにつれて徐々に狭くなっている。すなわち、カバー部２０の筒内面２
００ａは、取出口Ｈ２側から挿入口Ｈ１側にかけて拡径（前記横幅方向において拡径）す
るように構成されている。なお、本実施形態では、カバー部２０自体が取出口Ｈ２側から
挿入口Ｈ１側にかけて拡径（前記横幅方向において拡径）している。
【００５７】
　このため、収容空間２００の前記横幅方向における幅（横幅）は、挿入口Ｈ１側から取
出口Ｈ２側になるにつれて徐々に狭くなっている。
【００５８】
　これにより、筒状本体部２は、筒内面２００ａが前記軸線方向における一端側から他端
側へかけて、前記幅方向において拡径するように構成されており、さらに、該筒状本体部
２の拡径角度が、閉状態の開閉部４１の他端部を頂点とする開閉部４１とフック部４０と
の開き角度よりも小さくなるように構成されている。
【００５９】
　連設部２０３は、平らに形成されており、一方の平面（カバー部２０の内面の一部を構
成する一面）には、側部２０２が立設されている（図１（ｂ）においては、側部２０２が
連設部２０３の一方の平面から垂下するように図示されている）。本実施形態では、連設
部２０３の一方の平面を内底面２０３ａとして以下の説明を行うこととする。
【００６０】
　各覆部２０４は、それぞれ個別の側部２０２に連設されている。また、覆部２０４は、
側部２０２の先端（連設部２０３に連続している基端とは反対側の一端）に連設されてい
る。
【００６１】
　本実施形態において、一対の覆部２０４は、側部２０２の先端から前記横幅方向におい
て互いに接近するように延出しており、該一対の覆部２０４の先端の間には、隙間が形成
されている。そして、この隙間により、スリット２０１が構成されている。
【００６２】
　また、覆部２０４は、内底面２０３ａに対して前記軸線方向及び前記横幅方向に直交す
る方向（以下、厚み方向という）で対向する内天面２０４ａを有する。
【００６３】
　なお、前記厚み方向における内底面２０３ａと内天面２０４ａとの間隔は、フック４の
厚みと同一又は略同一となるように設定してもよいし、収容空間２００の内外にフック４
を出し入れできれば、フック４の厚みよりも僅かに小さくなるように設定されていてもよ
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い。
【００６４】
　本実施形態に係るカバー部２０では、側部２０２の内側面２０２ａと、連設部２０３の
内底面２０３ａと、覆部２０４の内天面２０４ａと、がそれぞれ連続しており、これによ
り、一つの筒内面２００ａが構成されている。
【００６５】
　開閉係合部２１は、連設部２０３の内底面２０３ａによって構成されている。すなわち
、開閉係合部２１は、筒内面２００ａの一部によって構成されている。
【００６６】
　延出片部２２は、覆部２０４から前記径方向における外方（すなわち、径外方向）に向
けて延出している。また、覆部２０４は、挿入口Ｈ１周りにおいて、一方の側部２０２と
他方の側部２０２とに一つずつ設けられている。
【００６７】
　また、延出片部２２は、前記軸線方向における挿入口Ｈ１の前方側に向くようにして形
成された誘導面２２０を有する。
【００６８】
　連結部３は、筒状本体部２の外面に設けられている。本実施形態に係る連結部３は、連
設部２０３の外面に設けられたベース部３０と、該ベース部３０に設けられ且つ操作具Ｔ
を着脱可能な着脱部３１とを有する。なお、本実施形態において、着脱部３１には操作具
Ｔとしての絶縁操作棒が連結可能である。
【００６９】
　本実施形態に係る開閉操作具１の構成は、以上の通りである。続いて、開閉操作具１を
用いたフック４の設置方法及び回収方法について説明する。
【００７０】
　開閉操作具１でフック４を設置する場合、図２に示すように、フック部４０の基端部に
連結されているフック連結部４２を、スリット２０１からカバー部２０内（収容空間２０
０内）に挿入する。このとき、フック連結部４２は、取出口Ｈ２を通じて収容空間２００
外に延びた状態になっている。
【００７１】
　そして、筒状本体部２全体をフック部４０の基端部側からフック部４０の先端部側に向
かう方向にスライドさせる。このようにすると、図３に示すように、フック４がフック部
４０の基端部側から挿入口Ｈ１を通り、収容空間２００内に収容される。
【００７２】
　上述のように、収容空間２００の横幅（前記横幅方向における一対の内側面２０２ａの
間隔）は、挿入口Ｈ１側から離れるにつれて徐々に狭くなっているうえに、筒状本体部２
の拡径角度が、閉状態の開閉部４１の他端部を頂点とする開閉部４１とフック部４０との
開き角度よりも小さくなっているため、フック４がカバー部２０に対して深く挿入される
途中の段階で、一方の内側面２０２ａによってロック操作部４３０がフック部４０に対し
て押し込まれる。これに伴い、被ガイド軸４３１ａとロック操作部４３０における係合溝
４３１ｃを画定する部分との係合状態が解除される。すなわち、ロック操作部４３０によ
る開閉部４１の回転動作に対する規制が解除される。
【００７３】
　そして、フック４がカバー部２０に対してさらに深く挿入されると、一方の内側面２０
２ａがロック操作部４３０に当接した状態のまま、他方の内側面２０２ａが開閉部４１に
当接する。これに伴い、開閉部４１は、他方の内側面２０２ａによって押込操作されるた
め、該開閉部４１の先端部がフック部４０の先端部（掛止部４００の先端部）に係合した
状態からフック部４０の先端部から離間した状態に切り替わる。すなわち、開閉部４１が
閉状態から開状態に切り替わる。
【００７４】
　これにより、筒状本体部２は、開閉部４１が開状態に切り替えられているフック４を保
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持した状態（すなわち、一対の内側面２０２ａでフック４を保持した状態）になる。そし
て、作業者は、操作具Ｔを操作することによって筒状本体部２をフック４とともに設置位
置まで移動させた後、フック４の姿勢（向き）を変えながら掛止部４００を構造物Ｃに引
っ掛ける。
【００７５】
　この状態で、操作具Ｔを引き操作すると、フック４に対して筒状本体部２が作業者の手
元側に引き寄せられる。すなわち、筒状本体部２がフック４の先端部側から基端部側に向
かう方向にスライドする。
【００７６】
　これに伴い、開閉部４１に対する他方の側部２０２（他方の内側面２０２ａ）による押
込操作が緩まる。そのため、該開閉部４１は、他端部がフック部４０の先端部（掛止部４
００の湾曲周方向における他端部）に対して接近するように回転し、該他端部がフック部
４０の先端部に対して内周側から係合した閉状態に切り替わる。
【００７７】
　この状態で、操作具Ｔをさらに引き操作すると、ロック操作部４３０に対しては、一方
の内側面２０２ａが前記横幅方向において徐々に離間しようとする。そして、一方の内側
面２０２ａがロック操作部４３０から完全に離れると、開閉部４１の回転がロック操作部
４３０により再び規制される。
【００７８】
　そして、筒状本体部２がフック４から完全に外れた状態にした後に、スリット２０１を
通じてフック連結部４２を収容空間２００外に出すことで、筒状本体部２をフック連結部
４２からも完全に取り外す。
【００７９】
　このようにして、フック４を作業者の手元から離れた場所に設置することができる（図
４（ａ）参照）。
【００８０】
　開閉操作具１を用いて作業者の手元から離れた場所に設置されているフック４を回収す
るには、操作具Ｔを操作して筒状本体部２をフック４の近くまで移動させた後にスリット
２０１を通じてフック連結部４２を収容空間２００内に挿入するか、若しくはスリット２
０１を通じてフック連結部４２を収容空間２００内に挿入した後に、該フック連結部４２
に沿わせて筒状本体部２をフック４の近くまで移動させる。
【００８１】
　なお、フック４を上方から回収しようとする場合は、フック連結部４２を引き上げた後
に、スリット２０１を通じてフック連結部４２を収容空間２００内に挿入してもよい（図
４（ｂ）参照）。
【００８２】
　そして、筒状本体部２全体をフック部４０の基端部側からフック部４０の先端部側に向
かう方向にスライドさせると、フック４がフック部４０の基端部側から挿入口Ｈ１を通り
、収容空間２００内に収容される。これに伴い、被ガイド軸４３１ａとロック操作部４３
０における係合溝４３１ｃを画定する部分との係合状態が解除される。すなわち、ロック
操作部４３０による開閉部４１の回転動作に対する規制が解除される。
【００８３】
　そして、フック４がカバー部２０に対してさらに深く挿入されると、一方の内側面２０
２ａがロック操作部４３０に当接した状態のまま、他方の内側面２０２ａが開閉部４１に
当接する。これに伴い、開閉部４１が他方の内側面２０２ａによって押込操作されて閉状
態から開状態に切り替わり、筒状本体部２がフック４（開閉部４１が開状態に切り替えら
れたフック４）を保持した状態になる。
【００８４】
　そして、作業者が操作具Ｔを操作することによってフック４の姿勢（向き）を変えなが
ら掛止部４００を構造物Ｃから取り外した後に、筒状本体部２をフック４とともに手元ま
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で引き寄せる。
【００８５】
　このようにして、作業者の手元から離れた場所に設置されているフック４が回収される
。
【００８６】
　以上のように、本実施形態に係るフック４によれば、フック４の開閉部４１を筒状本体
部２によって直接的に開閉操作できるため、一般的なフック４であっても、遠隔操作でき
る。
【００８７】
　さらに、開閉部４１の回転動作を規制可能なフック４であっても、筒状本体部２をフッ
ク部４０の基端部側から先端部側に向けてスライドさせることで、開閉部４１の回転動作
を解除したうえで開閉部４１を開くことができ、また、筒状本体部２をフック部４０の先
端部側から基端部側に向けてスライドさせることで、開閉部４１を閉じたうえで開閉部４
１の回転動作を規制することができるため、開閉部４１の回転動作を規制可能なフック４
であっても遠隔操作することができる。
【００８８】
　また、開閉操作具１では、前記横幅方向における収容空間２００の幅が、前記筒状本体
部２の一端と他端との間の位置において、前記横幅方向における前記開閉部４１の外側面
から前記フック部４０の外側面までの横幅よりも小さくなっているため、フック４を筒状
本体部２に対して挿し込み切る前に開閉部４１を閉状態から開状態に切り替えることがで
きる。すなわち、開閉部４１を確実に閉状態から開状態に切り替えることができる。
【００８９】
　さらに、開閉操作具１において、スリット２０１は、筒状本体部２の一端部側における
前記横幅方向での幅が、前記筒状本体部２の前記他端部側における前記横幅方向での幅よ
りも広くなっているため、フック４の挿入口Ｈ１となる収容空間２００の前記筒状本体部
２の一端部側の開口を広くすることができ、これにより、フック４を収容空間２００内に
挿入し易くすることができる。
【００９０】
　さらに、筒状本体部２の一端側におけるスリット２０１を画定する部分には、外方に向
けて延出する延出片部２２が設けられているため、筒状本体部２をフック部４０の基端部
側から先端部側に向けてスライドさせた際に、収容空間２００から外れた位置にフック４
が配置されていても、該フック４を延出片部２２で受け止めることができるため、フック
４を収容空間２００と対応する位置に戻し易くすることができる。
【００９１】
　さらに、筒状本体部２は、弾性を有するとともに、厚みが全体に亘って略一定となるよ
うに構成されているため、フック４の外形に合わせて弾性変形することで、様々な形状の
フック４に対応することができ、また、弾性変形に伴って生じる弾性力によってフック４
に対する保持力を高めることができる。
【００９２】
　また、筒状本体部２の内筒面２００ａには、前記厚み方向において対向する内底面２０
３ａと内天面２０４ａとが含まれているため、フック４の厚み方向における一方側と他方
側とに内底面２０３ａと内天面２０４ａとを配置した状態で、筒状本体部２をフック４に
対してスライドさせることができる。
【００９３】
　このようにすると、筒状本体部２がフック４の前記奥行方向における一方側と他方側と
にガイドされながらスライドすることになるため、筒状本体部２をフック４に対してスラ
イドさせ易くすることができる。
【００９４】
　また、前記厚み方向における内底面２０３ａと内天面２０４ａとの間隔がフック４の厚
みよりも僅かに小さくなるように設定されている場合は、収容空間２００内に配置したフ
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ック４を連設部２０３の内底面２０３ａと、覆部２０４の内天面２０４ａとで挟むことが
できるため、収容空間２００内からのフック４の脱落を防止することもできる。
【００９５】
　なお、本発明のフック用の開閉操作具は、上記一実施形態に限定されるものではなく、
本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々変更を行うことは勿論である。
【００９６】
　上記実施形態において、開閉操作具１は、開閉部４１の閉状態への切り替え、及び開閉
部４１の回転の規制により構造物Ｃからの脱落を防止するフック４を遠隔操作の対象とし
ていたが、例えば、図５に示すように、開閉部４１の閉状態への切り替えのみで構造物Ｃ
からの脱落を防止するように構成されたフック４を遠隔操作の対象としてもよい。
【００９７】
　上記実施形態において、開閉操作具１は、ロック操作部４３０を前記横幅方向において
フックの背部４０１に対して押込操作することで開閉部４１の回転動作に対する規制を解
除するフック４を遠隔操作の対象としていたが、例えば、図６に示すように、ロック操作
部４３０を前記奥行方向においてフックの背部４０１に対して押込操作することで開閉部
４１の回転動作に対する規制を解除するフック４を遠隔操作の対象としてもよい。
【００９８】
　なお、図６に示すロック操作部４３０は、フック部４０（背部４０１）内に配置された
抜止板部４３０ａと、該抜止板部４３０ａから上方に向けて延出するロック用延出部４３
０ｂとを有するように構成されている。なお、かかるロック操作部４３０では、背部４０
１内に設置されている付勢部材Ｓによって抜止板部４３０ａが上方に向けて付勢されてい
る。
【００９９】
　ロック用延出部４３０ｂの外面には、抜止板部４３０ａから起立する起立面４３０ｃと
、該起立面４３０ｃの先端から延出する湾曲面４３０ｄとが含まれている。湾曲面４３０
ｄは、先端側になるにつれてロック用延出部４３０ｂの中央部側に向かうように湾曲して
いる。
【０１００】
　また、開閉部４１には、前記横幅方向において内方向側に向けて延出するロックレバー
４４が設けられており、該ロックレバー４４の先端部に形成されている凹部にロック用延
出部４３０ｂ（起立面４３０ｃ）を係合することで開閉部４１の回転動作を規制でき、凹
部に対するロック用延出部４３０ｂ（起立面４３０ｃ）の係合状態を解除することで開閉
部４１の回転動作に対する規制を解除することができる。
【０１０１】
　上記構成のフック４の開閉部４１を開閉操作具１で開閉操作するには、筒状本体部２を
フック部４０の基端部側から先端部側に向けてスライドさせたときに、側部２０２の内側
面２０２ａが開閉部４１に接触するに先立ち、覆部２０４の内天面２０４ａでロック用延
出部４３０ｂを背部４０１に押込操作できるように開閉操作具１を構成すればよい。
【０１０２】
　このようにすれば、筒状本体部２をフック部４０の基端部側から先端部側に向けてスラ
イドさせたときに、内天面２０４ａによってロック用延出部４３０ｂが背部４０１に押し
込まれる。
【０１０３】
　これにより、ロックレバー４４と起立面４３０ｃとが横並びになっている状態からロッ
クレバー４４と湾曲面４３０ｄとが横並びになっている状態に切り替えられた後、側部２
０２の内側面２０２ａが開閉部４１に接触すると、開閉部４１は、ロックレバー４４でロ
ック用延出部４３０ｂ（湾曲面４３０ｄ）を押し込みながら回転動作するため、フック開
口部Ｇが開かれる。
【０１０４】
　上記実施形態において、開閉操作具１は、棒状の開閉部４１を備えるフック４を遠隔操
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おける外方に向けて延出する補助レバー４５が設けられたフック４を遠隔操作の対象とし
てもよい。
【０１０５】
　上記実施形態において、延出片部２２は、挿入口Ｈ１周りにおいて、一方の側部２０２
と他方の側部２０２とに一つずつ設けられていたが、この構成に限定されない。例えば、
延出片部２２は、挿入口Ｈ１周りにおいて、連設部２０３に設けられていてもよい。
【０１０６】
　上記実施形態において、特に言及しなかったが、操作具Ｔは、長手方向において伸縮可
能に構成されたものであってもよい。
【０１０７】
　上記実施形態において、取付部４０２は、着脱部３１に装着した操作具Ｔの軸線方向が
前記縦方向に対応するように構成されていたが、この構成に限定されない。例えば、取付
部４０２は、着脱部３１に装着した操作具Ｔの軸線方向が前記縦方向に交差する方向に対
応するように構成されていてもよいし、筒状本体部２に対する操作具Ｔの向き（姿勢）を
変更できるように構成されていてもよい。
【０１０８】
　上記実施形態では、開閉操作具１とフック４とを別々に説明したが、開閉操作具１とフ
ック４とを備えたフックセットとして用いられてもよいことは勿論である。
【符号の説明】
【０１０９】
１…開閉操作具、２…筒状本体部、３…連結部、４…フック、２０…カバー部、２１…開
閉係合部、２２…延出片部、３０…ベース部、３１…着脱部、４０…フック部、４１…開
閉部、４２…フック連結部、４３…規制構造、４４…ロックレバー、４５…補助レバー、
２００…収容空間、２００ａ…筒内面、２０１…スリット、２０２…側部、２０２ａ…内
側面、２０３…連設部、２０３ａ…内底面、２０４…覆部、２０４ａ…内天面、２２０…
誘導面、４００…掛止部、４０１…背部、４０２…取付部、４３０…ロック操作部、４３
０ａ…抜止板部、４３０ｂ…ロック用延出部、４３０ｃ…起立面、４３０ｄ…湾曲面、４
３１…ロック構造、４３１ａ…被ガイド軸、４３１ｂ…溝孔、４３１ｃ…係合溝、４３１
ｄ…スライド溝、Ｃ…構造物、Ｇ…フック開口部、Ｈ１…挿入口、Ｈ２…取出口、Ｏ…物
品、Ｐ１…回転軸、Ｐ２…支軸、Ｓ…付勢部材、Ｔ…操作棒（絶縁操作棒）
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